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過
去
二
ヶ
年
に
わ
た
る
合
併

後
の
あ
と
を
顧
み
ま
す
る
に
、

各
位
の
特
段
な
る
御
協
力
に
よ

り
ま
し
て
各
般
に
わ
た
り
着
盈

そ
の
成
果
を
收
め
て
お
り
ま
す

こ
と
は
御
同
慶
に
堪
え
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
度

の
新
年
度
予
算
編
成
に
当
り
ま

し
て
は
各
部
常
任
委
員
会
に
お

き
ま
し
て
は
早
朝
よ
り
深
夜
に

至
る
ま
で
極
め
て
御
熱
心
に
事

前
審
議
を
な
さ
れ
、
有
効
適
切

な
る
御
発
言
を
戴
き
ま
し
た
こ

と
に
つ
き
ま
し
て
は
深
甚
な
る

感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。

新
年
度
の
予
算
編
成
に
つ
き

ま
し
て
は

一
、
鳩
山
内
閣
の
退
陣
に
よ
る

石
橋
内
閣
の
成
立
、
石
橋
首
相

の
病
気
に
よ
る
岸
内
閣
の
成
立

等
、
極
め
て
め
ま
ぐ
る
し
い
政

変
の
た
め
、
国
及
び
県
の
方
針

の
未
定
で
あ
る
こ
と

二
、
税
制
改
正
の
見
透
し
の
不

鮮
明
で
あ
る
こ
と

三
、
地
方
財
政
制
度
の
改
正
の

大
綱
が
遅
れ
て
お
る
こ
と
等
の

た
め
に
現
行
制
度
に
則
っ
て
算

定
手
編
を
進
め
ま
し
た
。
即
ち

年
間
を
通
ず
る
才
入
の
見
透
し
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新
年
度
の
施
政
方
針

驚溌鐸玲ｆ

ｊ

Ｆ

脹

鵬

隣

臓

曜

恐

ｂ

催

い

ト

ド

雁

零 高
萩
市
長
小

の
も
と
に

㈲
、
消
費
的
經
費
の
節
減
を

図
り

目
、
財
政
收
支
の
均
衡
を
保

持
し

白
、
新
市
難
設
計
画
の
着
実

な
実
施
を
意
図
し
つ
其

自
立
經
済
と
健
全
財
政

の
方
針

の
も
と
に
年
間
予
算
の
編
成
を

行
い
ま
し
た
Ｏ

各
課
提
出
予
算
見
積
り
總
額

は
二
五
○
、
五
三
八
千
円
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
三
十
一
年
度

当
初
予
算
一
二
五
、
二
二
七
千

円
の
倍
額
で
あ
り
ま
す
。

然
し
此
の
要
求
額
は
当
然
受
け

入
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

の
で
各
常
任
委
員
会
及
び
各
課

と
再
度
に
亘
り
折
衝
し
た
結
果

不
要
不
急
と
見
ら
れ
る
も
の
を

削
除
致
し
ま
し
て
、
一
八
四
、

八
三
一
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

此
の
額
は
要
求
額
の
七
五
％
弱

に
な
り
菫
す
の
で
大
体
各
課
の

要
求
は
或
る
程
度
満
た
さ
れ
た

も
の
と
思
い
ま
す
。

筒
、
三
十
二
年
度
の
新
規
事

業
と
致
し
ま
し
て
は

１
、
新
市
庁
舎
の
建
設

２
、
統
廃
合
に
よ
る
新
設
小

学
校
の
建
築

３
、
石
滝
橋
の
継
続
事
業

４
、
貯
水
槽
並
に
防
火
用
水

路
の
設
置

５
、
市
営
住
宅
の
建
設

６
、
国
有
林
約
五
○
○
町
歩

の
挑
下
の
申
請

等
が
あ
り
ま
す
。

峰

威
夫

１
、
新
市
庁
舍
の
敷
地
に
関
し

ま
し
て
は
、
本
年
度
中
に
決
定

す
壱
へ
く
努
力
し
た
の
で
あ
り
ま

す
が
、
御
承
知
の
通
り
の
種
為

な
事
情
か
ら
し
て
未
だ
に
そ
の

決
定
を
見
な
い
こ
と
は
甚
だ
遺

憾
に
存
じ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。

し
か
し
各
位
の
格
別
な
御
配
盧

に
よ
り
ま
し
て
第
一
、
第
二
、

舗
三
或
は
箆
四
な
ど
、
旧
市
庁

舍
を
中
心
と
し
た
地
域
に
月
下

そ
れ
ぞ
れ
物
色
中
で
あ
り
ま
す

の
で
、
遠
か
ら
ず
決
定
を
見
る

こ
と
を
信
じ
て
お
り
ま
す
。

新
市
庁
舍
の
建
設
計
画
は
、
一

部
三
階
（
議
場
）
總
二
階
建
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
總
坪
数

三
五
○
坪
、
一
坪
当
り
七
万
円

此
の
金
額
二
四
五
○
万
円
で
三

十
二
、
三
十
三
両
年
度
に
ま
た

が
る
二
箇
年
継
続
事
業
と
す
る

予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

起
債
許
可
の
方
針
は
木
造
に
よ

る
査
定
な
の
で
、
一
坪
当
り
三

万
八
千
七
百
円
と
成
り
ま
す
の

で
此
の
起
債
金
額
一
「
○
○

○
千
円
は
当
然
許
可
あ
る
も
の

と
見
て
お
り
ま
す
。
筒
、
第
一

乍
度
の
一
般
財
源
は
六
、
七
五

三
千
円
で
あ
り
ま
す
。

２
、
統
廃
合
の
新
設
小
学
校
の

件
は
、
現
存
す
る
中
学
校
六
校

を
四
校
に
、
小
学
校
九
校
を
五

校
に
即
ち
十
五
校
を
九
校
に
統

廃
合
す
る
予
定
で
先
づ
本
年
は

横
川
中
学
校
を
ス
ク
ー
ル
パ
ス

の
運
転
（
国
鉄
バ
ス
の
特
発
）

に
よ
っ
て
、
高
萩
中
学
校
に
統

合
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

筒
、
新
設
小
学
校
の
敷
地
は
過

般
の
駅
東
地
区
土
地
区
画
整
理

委
員
会
の
承
認
を
得
ま
し
た
の

で
市
有
地
約
八
千
坪
を
当
て
る

見
込
み
で
あ
り
ま
す
。
新
校
舎

建
言
の
構
想
は
鉄
筋
コ
ソ
ク
リ

ー
ド
造
り
二
階
建
二
棟
六
五
○

坪
（
十
四
教
室
、
收
容
児
童
数

八
一
四
名
）
一
坪
当
り
、
五
万

五
千
円
、
總
計
費
三
六
、
七
四

五
千
円
、
此
の
財
源
国
庫
補
助

一
六
、
六
七
○
千
円
、
起
債
一

七
、
○
○
○
千
円
、
一
般
財
源

三
、
○
七
五
千
円
を
充
て
る
見

込
で
あ
り
ま
す
。

３
、
合
併
後
に
於
け
る
給
与
の

凸
凹
を
調
整
し
、
事
務
能
率
の

増
進
を
図
る
た
め
、
八
第
を
増

額
し
た
。
此
の
金
額
一
、
四
○

○
千
円
と
な
り
ま
す
。

以
上
予
算
編
成
の
大
綱
を
申
上

げ
ま
し
た
。
以
下
各
課
の
予
算

編
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
款
、

項
、
目
の
順
序
に
従
っ
て
担
当

の
課
長
か
ら
詳
細
御
説
明
申
上

げ
ま
す
。

こ
上
に
本
市
昭
和
三
十
二
年
度

予
算
害
を
提
出
致
し
ま
し
た
の

で
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
瀧

決
あ
ら
ん
こ
と
を
御
願
い
申
上

一
日
に
招
集
十
四
日
ま
で
四
日
改
正
に
つ
い
て

間
の
会
期
で
市
役
所
に
お
い
て
議
会
議
員
に
対
す
る
報
酬

開
か
れ
た
。
本
議
会
は
昭
和
三
の
一
部
改
正
條
例
で
あ
る
。

十
二
年
度
の
才
入
才
出
予
算
並
○
議
案
第
二
号
高
萩
市
都
市

ぴ
に
昭
和
三
十
年
度
の
才
入
才
計
画
税
條
例
設
定
に
つ
い
て

出
決
算
を
併
せ
そ
の
他
二
十
九
本
條
例
は
都
市
計
画
事
業

議
案
の
盛
沢
山
な
内
容
で
あ
つ
贄
に
充
て
る
た
め
目
酌
税
と

た
だ
け
に
議
串
日
程
に
従
っ
て
し
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
る

慎
重
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
讓
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
別

案
を
原
案
可
決
承
認
さ
れ
た
い
掲
載
の
と
お
り
で
旧
高
萩
地

會｜
－

市議

昭
和
三
十
二
年
度
当
初
予
算

一
億
八
千
四
百
万
囚
を
議
決

三
月
の
市
議
会
定
例
会
柊
る

昭
和
三
十
二
年
第
○
議
案
第
一
号
高
萩
市
議
会

一
回
市
議
会
定
例
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
辨

会
は
去
る
三
月
十
償
等
に
関
す
る
條
例
中
一
部

げ
ま
す
。

筒
、
参
考
ま
で
に
現
毎
計
画

進
捗
中
の
工
事
に
つ
い
て
は
左

記
の
よ
う
な
も
の
か
予
定
さ
れ

て
居
り
主
す
。

１
、
駅
東
新
国
道
の
鋪
装
（
約

二
千
米
工
費
三
千
万
円
）

２
、
旧
国
道
の
鋪
装
（
約
七
百

米
工
費
七
百
万
円
）

３
、
新
規
事
業
と
し
て
高
萩
海

岸
の
防
波
堤
の
築
造
（
二

七
○
米
工
費
二
千
万
円
）

４
、
防
衛
道
路
の
改
修
（
高
萩

大
子
線
）
（
工
費
三
百
万

円
〕

５
、
跨
線
橋
の
取
付
道
路
の
作

業
（
工
費
三
百
万
円
）

６
、
日
立
電
鉄
パ
ス
の
川
側
、

関
口
、
千
代
田
、
和
野
、

北
方
經
由
高
萩
循
環
線

７
、
国
鐵
バ
ス
の
下
堂
地
よ
り

望
海
、
関
口
、
和
野
、
台

高
萩
經
由
高
萩
駅
迄
の
新

路
線
何
れ
も
近
い
う
ち
に

開
通
の
見
透
し
で
す
。

85



市報た か は ぎ (2）昭和32年4月5日発行

区
内
を
課
税
の
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

○
議
案
第
三
号
高
萩
市
市
税

條
例
中
一
部
改
正
に
つ
い
て

之
は
都
市
計
画
税
條
例
設

定
に
伴
う
固
定
資
産
税
徴
收

方
法
の
一
部
改
正
で
あ
る
。

○
議
案
魂
四
号
高
萩
市
手
数

料
條
例
中
一
部
改
正
に
つ
い

自
動
車
臨
時
運
行
許
可
手

数
料
の
一
部
改
正
で
あ
る
。

○
議
案
第
五
号
高
萩
市
工
場

誘
致
條
例
中
一
部
改
正
に
つ

い
て前

回
の
議
会
で
設
定
し
た

條
例
に
更
に
昭
和
三
十
一
年

四
月
一
日
以
降
生
産
を
開
始

し
た
工
場
、
事
業
場
に
対
し

て
も
本
條
例
を
適
用
で
き
る

よ
う
念
を
押
し
な
お
手
続
の

期
間
の
字
句
の
読
み
替
え
規

定
を
附
則
に
加
え
た
も
の
で

あ
る
。

○
議
案
第
六
号
消
防
団
員
等

公
務
災
害
補
償
條
例
設
定
に

つ
い
て

本
條
例
は
昭
和
三
十
年
高

萩
市
條
例
節
十
四
号
を
廃
し

新
た
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で

団
員
の
ほ
か
消
防
に
従
事
し

た
も
の
に
対
し
て
も
災
害
補

償
を
行
う
等
大
巾
な
補
償
を

す
る
條
例
が
般
定
さ
れ
た
。

○
議
案
第
七
号
隔
離
病
舎
入

院
患
者
の
食
費
薬
価
徴
收
條

例
設
定
に
つ
い
て

本
條
例
は
隔
離
病
舎
入
院

患
者
の
食
費
及
び
薬
価
を
患

者
の
属
す
る
世
帯
主
か
ら
徴

收
す
る
條
例
で
あ
る
。

○
議
案
第
八
号
市
有
地
売
却

処
分
に
つ
い
て

高
萩
パ
ル
プ
工
場
厚
生
施

設
建
設
の
た
め
の
敷
地
と
し

て
市
有
地
を
売
却
処
分
す
る

も
の
で
あ
る
〕

○
議
案
第
九
号
市
基
本
財
産

積
立
金
及
び
学
校
基
本
財
産

積
立
金
繰
入
並
に
補
坂
に
つ

い
て市

庁
舍
賀
並
に
新
設
小
学

校
舍
新
築
蟹
に
充
て
る
た
め

基
本
財
産
積
立
金
を
才
入
に

年
次
繰
入
補
坂
す
る
も
の
で

あ
る
。

○
議
案
第
十
号
弔
慰
積
立
金

繰
入
に
つ
い
て

同
様
昭
和
三
十
二
年
麗
才

入
に
繰
入
れ
る
も
の
で
あ
る

○
議
案
第
十
一
号
寄
附
金
及

び
土
地
並
に
建
物
寄
附
受
領

に
つ
い
て

一
、
金
五
万
円
也

高
萩
炭
砿
株
式
会
社

菊
池
寛
実

但
し
高
萩
市
消
防
団
第
十
分

団
火
の
見
建
設
費
と
し
て

一
、
金
弍
万
円
也

望
海
炭
礦
株
式
会
社

阿
部
正
寿

但
し
高
萩
市
消
防
団
第
十
分

団
の
火
の
見
建
設
費
と
し
て

一
、
畑
参
畝
弍
拾
八
分

大
字
上
君
田

佐
川
勝
女

但
し
上
君
田
小
学
校
敷
地
と

し
て

一
、
木
造
瓦
葺
平
家
建
六
坪

壼
棟

大
字
横
川
区
長

豊
田
清
明

但
し
高
栽
市
消
防
団
第
十
七

分
団
擬
具
置
場
兼
詰
所
と
し

て
○
議
案
第
十
二
号
一
時
借
入

金
議
決
に
つ
い
て

昭
和
三
十
二
年
度
予
算
内

支
出
の
た
め
の
一
時
借
入
を

な
す
も
の
で
あ
る
。

○
議
案
第
十
三
号
庁
舍
建
設

事
業
費
起
債
に
つ
い
て

○
議
案
第
十
四
号
小
学
校
新

築
事
業
費
起
債
に
つ
い
て

○
議
案
第
十
五
号
市
管
住
宅

建
設
駆
業
班
起
債
に
つ
い
て

い
づ
れ
も
昭
和
三
十
二
年

度
に
計
測
さ
れ
た
難
設
恥
業

費
に
充
当
す
る
た
め
起
依
す

る
も
の
で
あ
る
。

○
議
案
第
十
六
号
昭
和
三
十

一
年
度
高
萩
市
才
入
才
出
迫

加
更
正
予
算
に
つ
い
て

追
加
才
入
總
額
九
○
七
、

八
二
円
う
ち
①
市
税
四
、

六
二
八
、
○
○
○
円
②
地
方

交
付
税
二
、
三
七
六
、
○
○

○
円
③
公
企
業
及
び
財
産
收

入
三
、
一
○
七
、
○
○
○
円

④
国
庫
支
出
金
一
、
○
八

七
、
一
八
九
円
の
減
こ
れ
は

国
有
資
産
等
所
在
市
交
付
金

及
び
納
付
金
が
市
税
へ
か
わ

っ
た
た
め
に
減
と
な
っ
た
。

⑤
県
支
出
金
三
、
二
七
五
、

○
○
○
円
の
減
こ
れ
は
隔
離

病
舍
建
設
費
補
助
の
減
で
あ

る
。
⑥
寄
附
金
一
九
一
、

○
○
○
円
の
城
⑦
雑
收
入

八
五
○
、
○
○
○
円
⑧
市
依

五
、
五
○
○
・
○
○
○
円
の

減
は
失
対
事
業
及
び
隔
離
病

舎
建
設
公
債
費
の
城

追
加
才
出
は
①
縦
会
費
二

二
、
○
○
○
円
②
役
所
費

五
、
七
六
七
、
七
二
六
円
③

消
防
賢
七
○
、
○
○
○
円
④

土
木
費
一
九
八
、
五
九
三
円

⑤
教
育
費
六
五
、
一
○
○
円

⑥
社
会
及
努
物
施
設
費
三
五

一
、
三
三
○
円
嗣
保
健
衛
生

費
六
、
一
一
八
、
七
四
二
円

の
減
は
隔
離
病
舍
施
設
費
の

更
正
⑧
産
業
經
済
費
一
○

九
、
二
○
○
円
⑨
財
産
費
一

一
九
、
○
○
○
円
⑩
諸
支
出

予
算
内
の
一
部
更
正
で
あ

る
。

○
議
案
第
十
八
号
自
動
車
処

分
に
つ
い
て

○
議
案
第
十
九
号
自
動
車
購

入
に
つ
い
て

庁
用
ジ
ー
プ
の
売
買
に
対

す
る
事
件
決
議
で
あ
る
。

○
議
案
第
二
十
号
昭
和
三
十

二
年
度
高
萩
市
才
入
才
出
予

算
に
つ
い
て

○
議
案
第
二
十
一
号
昭
和
三

十
二
年
度
都
市
計
画
事
業
費

才
入
才
出
予
算
に
つ
い
て

一
般
会
計
に
お
い
て
本
年

度
總
予
算
額
一
八
四
、
八
三

一
、
一
三
○
円
で
昨
年
度
当

初
に
比
し
五
九
、
六
○
三
、

七
五
七
円
の
増
を
み
た
。

特
別
会
計
（
都
市
計
画
珊

業
費
）
に
お
い
て
本
年
度
予

算
總
額
一
、
四
六
六
、
六
七

五
円
で
昨
年
度
に
比
し
て
、

三
、
○
二
八
、
二
九
一
円
の

減
と
な
っ
た
。

そ
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
に

つ
い
て
は
別
載
の
と
お
り
で

あ
る
。

○
讓
案
第
二
十
二
号
自
動
車

処
分
に
つ
い
て

○
議
案
第
二
十
三
号
自
動
車

購
入
に
つ
い
て

衛
生
用
自
動
車
の
売
買
に

関
す
る
事
件
決
議
で
あ
る
。

○
議
案
第
二
十
四
号
土
地
買

入
に
つ
い
て

新
設
中
戸
川
小
学
校
敷
地

金
三
二
三
、
六
○
四
円
で
計

九
○
七
、
八
一
一
円
で
總
予

算
額
一
五
六
、
五
九
二
、
四

七
二
円
と
な
っ
た
。

○
談
案
第
十
七
号
昭
和
三
十

一
年
度
高
萩
市
都
市
計
画
事

業
賢
才
出
更
正
予
算
に
つ
い

と
し
て
土
地
購
入
の
事
件
決

議
で
あ
る
。

○
議
案
第
二
十
五
号
火
葬
場

建
築
に
つ
い
て

先
般
の
火
災
に
か
上
る
火

葬
場
如
設
の
恥
件
決
議
で
あ

る
。

○
議
案
第
二
十
六
号
ク
リ
ス

マ
ス
島
陳
水
爆
実
験
中
止
要

請
に
つ
い
て

樫
村
議
員
（
議
会
の
同
意

者
六
名
）
の
動
議
に
よ
る
提

出
案
件
で
平
和
人
類
の
繁
栄

の
た
め
そ
の
実
験
中
止
を
内

閣
總
理
大
臣
及
外
務
大
臣
に

要
請
す
る
決
議
で
あ
る
。

○
報
告
第
一
号
専
決
処
分
熟

項
の
報
告
に
つ
い
て

土
木
費
予
算
の
市
長
の
専

決
処
分
事
項
で
あ
る
。

○
薪
告
第
二
号
高
萩
市
定
期

監
査
報
告
に
つ
い
て

高
萩
市
監
査
委
員
提
出
の

定
期
監
査
報
告
で
あ
る
。

○
報
告
第
三
号
昭
和
三
十
一

年
耶
務
報
告
に
つ
い
て

昭
和
三
十
一
年
中
に
お
け
る

市
行
政
事
務
報
告
事
項
で
あ

る
。

○
報
告
第
四
号
昭
和
三
十
年

度
高
雑
市
才
入
才
出
決
算
認

定
に
つ
い
て
て

○
報
告
蕊
五
号
商
萩
市
都
市

；
4月の納税は

鱸蕊'第'期
１

０

I

｜ ◎納期は4月末日限

I ウです

I ◎高萩市発展のため

｜ 市民幅祗のため納

I 期限内には必ず完

！ 納致しましょう

計
画
事
業
区
才
入
才
出
決
算

認
定
に
つ
い
て

一
般
会
計
に
お
い
て
才
入

予
算
一
三
七
、
七
九
五
、
三

九
○
円
調
定
額
一
五
一
、
九

一
○
、
四
一
○
円
に
対
し
收

入
済
額
一
三
○
、
一
八
四
、

七
九
一
円
で
收
入
未
済
額
二

一
、
七
二
五
、
六
一
九
円
と

な
り
、
予
算
現
額
に
対
し
て

七
、
六
一
○
、
五
九
九
円
の

減
と
な
っ
た
。
才
出
で
は
当

初
予
算
一
○
○
、
三
九
九
、

七
六
七
円
追
加
額
三
七
、
三

九
五
、
六
二
三
円
で
予
算
現

額
一
三
七
、
七
九
五
、
三
九

○
円
と
な
り
支
出
浩
額
一
二

五
、
二
六
九
、
四
七
一
円
不

用
額
一
二
、
五
二
五
、
九
一

七
円
と
な
っ
た
。

特
別
会
計
（
都
市
計
画
事

業
費
）
に
お
い
て
は
才
入
予

算
額
三
、
二
二
八
、
一
八
○

圓
調
定
額
一
、
六
一
三
、
七

二
五
円
に
対
し
、
收
入
済
額

一
、
三
四
○
、
○
八
一
四
で

收
入
未
済
額
二
七
三
、
六
四

四
円
と
な
り
予
算
現
額
に
対

し
て
一
、
八
八
八
、
○
九
九

円
の
減
と
な
っ
た
。
才
出
で

は
予
算
額
三
、
二
二
八
、
一

八
○
圓
に
対
し
て
支
出
額
九

一
六
、
五
一
七
圓
で
不
用
額

二
、
二
二
一
、
六
六
三
圓
と

な
っ
た
。

86－

一



市報た かは ぎ(3) 昭和魂年4月5日発行

~些公

汲詠 ﾉ、

昭和32年度予算
－－ 二二二二二二二二

歳 Ll_,
'々

特 別 會 計
出

４
才
』入寸戸

本年度予算額本年度予算額科 目 科 目

都市計画
事業費

公企業及び
財産牧入

繰越金

14666751.006.275

100.000

｜
合
口

０
ｎ
』

０
７

４
６６６４１

入

計

收雑

合
備考其の他'ざ蝕産燐｡5%統宮+調査費o. l%迷挙賛。'%

遼合ｵﾌせた牡ので‘ある。
評｜ 】"6扉

計

出

會般ー

才入才

科| 本年蕊予算額 | デア | 願 目 ｜ 本年度予算額 ｜ ％欧
’
’
２

目科

市

『

8.488450 1 19１
’
２
３

２
３
１

ｐ
■
□

４
４
０

３
１

０
０
０

３
０
２

７
０
８

２
０
７

２
０
Ｆ
ｎ

ｏ
ひ
５

１

⑥
『
⑪
６

６
２

３

厚噌
レ ユ議

垂

一

ベ

ム
ニ税

地方交付溌
22.441､411.700役 所 識

消 防 費

_茎…__木 萱
教 育 費

荊畢諏而羅密

3313鉛IL| ]･&
－
４

↑
ひ
－
６

公企業愛び財産收入
、
⑪

22446邪 一万l.24 使用
一百

か 国 匠

使用

国庫

15.197.890 1 8.2料及び手数料 224464()

写~可而万| 57.893M)1 3,8支出金支出金 57.89309() ’ 31，3 ｜

’

49.234.190 26.6
一’

5694403(） 30．8６
’
７

県 支

却
一
伽

２
４

５
７

房
醜
、
⑪

言ｊ

』０

■
Ｂ

７ ４
５

１
２

健

業

生
一
済

保
一
産

衛

梓

費
一
費

｜ 寄
可
』 附

言

ハ

越

．
收

（

〈

金 | ’41"嵐0｣ 哩 l ８
－
９
－
０
１

’
－
１
１

1

繰
一
繰
一
雑

８
９
０１
９

０

｜

’
,

888.唾0」 0．5財
一
統
一
選
一
一
公

費
費
喪

一
査
一

産

調

挙

金 | 2300.000 1 13金 | 23()0.0()0 1 13

１－

１
１
｜

入 560.700 （).3 1

侭 ’ ”000000 Ⅲ57
~ －

174411 0.1計

１
５

０
．
１

０

０

７
の
白

５
９

１
１

４
０

１

７２
－

市

債 溌四
一

一'－ － － ’ ’ －13 1 諸室一出 3.654.010 1 2．0金
一
我
一

｜ 面備

--’
州
一

Ⅸり
ゆ４１ 雫

－| ｜
＝ー＝~一一・一 －－ー－1－司一 一

|一子丁言二寄一 ００１
－
柳

一
別
－
８

一
睡１

~ー... ー ’ ｰ~

184831.130 1 100 才出合計

－87－
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昭
和
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日

法
律
第
八
十
一
号
を
も
っ
て
地

方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
施
行
せ
ら
れ
都
市
計
画
税

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

高
萩
市
に
お
き
ま
し
で
も
都
市

計
画
事
業
を
推
進
し
早
期
事
業

完
成
を
期
す
る
目
的
の
も
と
に

こ
れ
が
財
源
の
確
保
を
図
る
た

め
昭
和
三
十
戸
年
度
よ
り
都
市

計
画
税
を
課
す
る
こ
と
Ｌ
な
り

去
る
三
月
十
一
日
の
篭
例
市
議

会
に
お
い
て
賦
課
徴
敢
上
に
必

要
な
手
続
と
し
て
都
市
計
画
税

條
例
並
に
市
税
條
例
の
一
部
改

正
條
例
が
讓
決
せ
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
税
金
は
目
的
税
で
あ
り
ま

す
の
で
都
市
計
画
事
業
費
以
外

に
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
そ
の
内
容
に
つ
い
て
左
記
に

お
知
ら
せ
致
し
生
す
か
ら
趣
旨

を
御
了
解
の
上
御
協
力
を
御
願

い
致
し
ま
す
。

記

一
、
納
税
義
務
者
並
に
賦
課
の

区
域
等
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
第
二
條
の
規
定

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
都
市

計
画
区
域
（
旧
高
蔽
町
一
圓
〕

に
所
在
す
る
士
地
及
び
家
屋

に
つ
い
て
そ
の
評
価
格
を
課

税
標
準
と
し
て
当
該
土
地
又

は
家
屋
の
所
有
に
課
す
る
こ

と
に
な
っ
て
ま
す
Ｏ

右
の
評
価
格
ど
は
地
方
税
法

第
三
百
四
十
九
條
の
規
定
に

都
市
計
画
税
の
創
設
に

つ
い
て
：
…
…
！
…
…
：
：
：

（
課
税
の
根
拠
）

第
一
條
地
方
税
法
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
八
十
一
條
以

下
「
法
一
と
い
う
）
第
七
百

一
條
第
一
項
の
規
定
に
基
い

て
都
市
計
画
税
を
課
す
る
。

２
、
都
市
計
画
税
の
賦
課
徴
收

に
つ
い
て
法
令
及
び
市
税
條

例
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ

か
こ
の
條
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
納
税
義
務
者
等
〕

第
二
條
都
市
計
画
税
は
都
市

計
画
法
（
大
正
八
年
法
律
第

三
十
六
号
）
第
二
條
の
規
定

に
よ
ｈ
決
定
さ
れ
た
都
市
計

画
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地

及
び
家
屋
に
対
し
そ
の
価
格

を
課
税
標
準
と
し
て
当
該
土

地
叉
は
家
屋
の
所
有
者
に
課

す
る
。

２
、
前
項
の
「
価
格
」
と
は
法

第
三
百
四
十
九
條
の
規
定
に

よ
っ
て
当
該
土
地
又
は
家
屋

に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い

い
同
項
の
「
所
有
者
」
と
は

よ
っ
て
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
評
価
額
を

い
い
ま
す
。

二
、
税
率
に
つ
い
て

評
価
格
の
百
分
の
○
、
二
と

な
っ
て
い
ま
す
。

三
、
賦
課
の
期
日
に
つ
い
て

賦
課
の
期
日
は
当
該
年
度
の

高
萩
市
都
市
計
画
税
條
例

当
該
土
地
又
は
家
屋
に
係
る

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

三
百
四
十
三
條
に
お
い
て
所

有
者
又
は
所
有
者
と
み
な
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。

（
税
率
）

第
三
條
都
市
計
画
税
の
税
率

は
百
分
の
○
、
二
と
す
る
。

（
賦
課
期
日
）

第
四
條
都
市
計
画
硯
の
賦
課

期
日
は
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の
一
月
一
日
と
す

る
。

（
納
期
）

第
五
條
都
市
計
画
税
の
納
期

は
左
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
期
四
月
一
日
か
ら
同

月
三
十
日
ま
で
。

第
二
期
七
月
一
日
か
ら
同

月
三
十
一
日
ま
で
Ｏ

第
三
期
十
二
月
一
日
か
ら

同
月
二
十
五
日
ま
で
。

第
四
期
翌
年
二
月
一
日
か

ら
同
月
末
日
ま
で
。

２
、
市
長
は
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
前
項
の
納

期
に
よ
り
難
い
と
認
め
ら
れ

初
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一

日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

四
、
納
期
日
及
び
賦
課
徴
收
等

に
つ
い
て

納
期
日
は
第
一
期
四
月
第
二

期
七
月
第
三
期
十
二
月
第
四

期
翌
年
の
二
月
の
各
月
の
一

日
よ
り
末
日
限
り
と
な
っ
て

お
り
ま
す

賦
課
徴
收
は
固
定
資
産
税
の

例
に
よ
る
も
の
と
し
固
定
資

産
税
を
賦
課
し
徴
收
す
る
場

合
に
あ
わ
せ
て
賦
課
し
徴
收

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

地
方
税
法
第
三
百
二
十
七
條
の

規
走
に
よ
っ
て
税
金
を
納
期
限

ま
で
に
納
入
し
な
か
っ
た
場
合

は
そ
の
翌
日
よ
り
税
額
百
回
に

つ
い
て
一
日
金
参
銭
の
割
合
及

び
地
方
税
法
第
三
百
三
十
五
條

の
規
定
に
よ
っ
て
税
金
を
指
定

期
限
（
督
促
状
に
指
定
さ
れ
た

期
限
）
ま
で
に
納
入
し
な
か
っ

た
場
合
は
そ
の
翌
日
よ
り
税
額

百
圓
に
つ
い
て
一
日
金
参
銭
の

割
合
を
も
っ
て
延
粘
加
算
金
を

徴
收
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
こ
れ

ら
の
規
定
は
い
づ
れ
も
啼
納
者

に
対
す
る
經
済
的
な
制
裁
と
し

て
規
定
さ
れ
て
お
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
高
萩
市
に
お
い
て
は

從
来
納
税
者
の
負
搭
を
少
し
で

も
軽
く
し
て
納
め
や
す
く
す
る

る
と
き
は
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
別
に
納
期
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
》
」
の
場

合
に
お
い
て
市
長
が
別
に
定

め
る
納
期
は
市
長
が
都
市
計

画
税
を
固
定
費
産
税
と
あ
わ

せ
て
賦
課
し
及
び
徴
收
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
市
長
が
市
税
條
例

第
三
十
九
條
第
二
項
の
規
定

に
よ
っ
て
別
に
定
め
る
固
定

資
産
税
の
納
期
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

（
賦
課
徴
收
等
）

第
六
條
都
市
計
画
税
の
賦
課

徴
收
は
固
定
資
産
税
の
賦
課

徴
收
の
例
に
よ
る
も
の
と
し

固
定
盗
産
税
を
賦
課
し
及
び

滞
納
税
金
に
對
す
る
延
滞
金
並
に

延
滞
加
算
金
の
徴
收
に
つ
い
て

た
め
に
こ
れ
を
免
除
（
差
押
処

分
を
埋
け
た
も
の
を
除
く
）
し

て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
年
々
滞
納

が
累
増
し
て
参
り
ま
す
の
で
市

の
財
政
も
窮
屈
に
な
り
捕
助
金

や
起
債
に
も
影
響
を
き
た
し
ま

す
の
で
滞
納
整
理
も
お
の
づ
か

ら
賦
化
さ
れ
て
参
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

筒
湘
納
を
し
て
相
当
の
日
月
を

経
過
し
て
も
な
ほ
納
め
な
い
方

に
対
し
て
何
ん
ら
の
制
裁
も
行

わ
な
い
こ
と
は
正
直
に
納
期
日

ま
で
に
納
め
た
方
に
対
し
て
も

ま
こ
と
に
申
訓
な
く
正
直
者
は

馬
鹿
を
見
る
結
果
と
も
な
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

最
近
県
よ
り
も
規
定
と
お
り
の

延
滞
詮
を
徴
收
す
る
や
５
に
と

徴
收
す
る
場
合
に
あ
わ
せ
て

賦
課
し
及
び
徴
收
す
る
。
た

だ
し
市
長
が
都
市
計
画
税
を

固
定
資
産
税
と
あ
わ
せ
て
賦

課
し
及
び
徴
收
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
る
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
徴
税
令
書
）

第
七
條
都
市
計
画
税
の
徴
税

令
書
は
市
税
規
則
津
二
十
一

号
様
式
に
よ
る
徴
税
令
書
に

よ
る
。

附
則

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら

施
仔
し
昭
和
三
ｆ
二
年
度
分

の
都
市
計
画
税
か
ら
適
用
す

る
。

大
字
横
川
の
納
税
者
の
皆
さ
ん

こ
の
四
月
よ
り
皆
さ
ん
の
御
要

望
に
よ
り
納
税
の
場
所
を
高
萩

市
役
所
に
変
更
致
し
ま
し
た
か

ら
御
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

筒
、
納
税
者
の
便
宜
を
図
り
出

張
徴
收
を
行
５
予
定
に
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
そ
の
日
時
場
所

等
ほ
決
定
次
第
追
っ
て
御
知
ら

せ
致
し
ま
す
。

強
く
指
導
さ
れ
国
税
県
溌
は
も

と
よ
り
県
下
十
五
市
中
高
萩
市

を
除
く
他
の
十
四
市
は
い
づ
れ

も
徴
收
し
て
お
る
状
況
で
あ
り

ま
す
。
高
萩
市
に
お
い
て
も
来

る
六
月
一
日
よ
り
は
總
て
の
滞

納
金
に
つ
い
て
規
定
と
お
り
延

滞
金
を
完
全
徴
收
す
る
こ
と
に

方
針
を
決
定
致
し
ま
し
た
。

今
假
り
に
昭
和
三
十
年
四
月
三

十
日
限
り
の
税
金
一
万
圓
を
滞

納
し
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十

一
日
に
納
め
た
と
し
ま
す
と
延

滞
金
に
つ
い
て
金
二
千
七
拾
圓

延
滞
加
算
金
に
つ
い
て
金
千
九

百
八
十
圓
合
計
四
千
五
十
圓
が

加
算
さ
れ
て
徴
收
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

右
の
よ
う
に
滞
納
金
額
が
多
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
延
滞
金
が
多

く
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
益
々
納

め
難
く
な
り
ま
す
か
ら
若
し
滞

納
さ
れ
て
お
る
方
は
こ
の
加
算

金
を
徴
收
さ
れ
な
い
う
ち
に
、

〔
五
月
三
十
一
日
ま
で
）
必
ず

納
め
て
下
さ
る
よ
う
予
め
御
知

ら
せ
致
し
て
お
き
ま
す
。

横
川
地
匡
の

納
税
場
所
愛
更

に
つ
い
て
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